
五
十
四
問
、
そ
の
北
京
は
来
方
七
十
入
問
、
北
方
八

一
都
世
間
左
術
門
。
茜
七
の
却
で
、
梅
村
助
三
郎
の
弟
子

十
二
問
。
こ
れ
は
凶
間
城
校
外
側
の
放
で
あ
る
。
こ

一
と
な
白
、
白
銀
師
を
換
と
し
た
。

の
内
木
械
は
百
十
三
凶
に
百
二
山
、
前
郭
は
三
十
九

一

生
カ
ヲ
カ
マ
チ

高
岡
町

金
保
の
町
名
。
前
旧

聞
に
九
十
六
問
、
後
一
紺
は
一
札
十
附
に
七
十
三
刷
、
本

一
利
低
の
両
附
に
除
問
し
て
ゐ
た
晩
年
、
そ
の
封
イ
成

城
右
の
脇
郭
は
入
十
八
聞
に
一
ニ
ーす
八
問
、
一
止
門
内
は

一
石
を
減
じ
て
宗
滞
に
訟
附
せ
ん
と
し
、
随
う
て
従
隠

三
十
入
附
に
四
十
三
聞
で
あ
る
。
股
間
の
故
材
は
、

一
の
一
部
を
金
搬
に
儲
佐
せ
し
め
た
。
こ
の
事
の
幕
府

営
利
用
せ
ら
れ
て
器
の
御
霊
と
な
っ
た
。
御

一
の
書
事
た
の
は
図
長
十
七
年
二
且
に
在
る
が
、

飲
屋
は
滞
侯
の
高
凶
に
来
る
時
宿
泊
L
、
若
し
く
は

一
金
揮
に
於
け
る
屋
敷
澗
は
十
六
年
九
且
飢
に
之
を
命

休
印
刷
の
伐
に
す
る
似
合
で
あ
る
。
御
朕
M

出
足
治
の
年

一
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
附
搬
宅

L
た
旅
士
を
也
い
た
の
が

次
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
山
間
城
阪
止
の
後
久
し
か
ら

一
こ
の
お
附
川
で
あ
る
と
い
」
。

ず
し
て
成
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。

正
保
三
年
利
長

一

生
カ
ヲ
カ
マ
チ
高
岡
町

金
部
の
都
町
名
。
元

の
法
合
を
営
ん
だ
後
、
五
且
サ
一
日
よ
り
官
三
日
に

一
聯
九
年
の
地
子
川
肝
煎
以
北
川附
に
、
{
八
町
の
次
に
凶

吏
る
ま
で
、
御
旅
屋
に
能
を
興
行
し
て
士
田
川
に
制
問
比

一
川
山
出
場
山
内
一
米
封
筒
地
一
一向
凶
町
と
あ
っ
て
、
此
の
一
品
問

さ
せ
た
こ
と
.か
あ
る
o

m
ーズ
四
年
五
月
附
の
即
位
扱
陥

一
町
も
、
別
抗
の
一
品
阿
川
と
同
じ
く
、
前
回
利
M
K
越
中

に
朽
蹴
出
し
た
る
を
以
て
之
を
一
件
治

L
、
延
叫
叫
六
年
に

一
一
品
附
在
械
の
時
奉
仕
し
た
人
々
の
金
部
に
罰
さ
れ
た

は
火
災
に
際

L
防
仰
の
録
、
御
飯
屈
に
川
五
イ
一

一
後
に
邸
地
を
拠
へ
ら
れ
た
間
別
で
あ
る
。
ま
た
越
殺
到

入
、
部
城
に
百
六
十
五
人
を
配
尚
一す
る
の
制
を
定
め

一
三
州
芯
来
凶
収
見
朗
自
に
、
前
回
利
長
致
仕
領
の
内

た
が
、
正
徳
.
カ
年
に
いヤヤ
んっ
て
、
今
年
以
降
滞
悦

H
戸

一
十
瓜
有
を
本
滞
に
滋
附
し
た
時
の
士
郎
は
今
枝
民
部

参
勤
の
録
商
附
を
泊
泊
す
る
に
問
。
‘
御
松
山
屋
に
宿

一
郎
郎
泌
の
一
品
附
剛
で
あ
り
、
そ
の
後
六
戊
石
を
越
し

泊
す
る
こ
と
を
止
め
、
民
家
を
以
て
代
へ
る
こ
と
‘
二

た
時
の
士
郎
は
浅
野
川
砂
定
訟
の
高
附
町
で
あ
る
と

し
た
o
m
m
L
御
放
出
院
の
刊
誌
以
後
五
イ
二
年
、
そ
の

一
語
行
録
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
砂
走
訟
に
高
川
町
は

建
築
の
搬
制
甚
だ
し
か
っ
た
お
と
思
は
れ
る
。
是
を

一
な
い
と
見
え
る
が
、
森
川
平
次
の
訟
に
、
こ
の
砂
定

以
て
苧
保
三
年
、
御
脱
出
が
必
ず
し
も
盟
朋
E
な
い

一
は
元
職
六
年
士
艇
に
水
野
治
郎
右
術
門
跡
三
郎
左
術

に
よ
っ
て
、
政
ら
に
修
迎
を
加
へ
な
い
こ
と
と
し、

一
門
M
M
M
之
末
砂
走
と
あ
る
も
の
で
、
阿
川
馬
場
の
約

十
三
年
三

H
H
一
日
遂
に
之
を
段
ち
、
そ
の
辿
M
を

一
き
な
る
べ
く
、
浅
野
川
大
衆
到
の
砂
定
で
は
あ
る
ま

用
ひ
て
、
武
共

・
武
訴
を
限
乾
す
る
伐
の
虫
乾
加
を

一
ぃ
。
元
雌
九
年
の
地
子
川
肝
問
一
裁
許
附
に
も
、
{八
間

経
脅
し
、
五
且
』
H

六
日
に
成
っ
た
。
そ
の
述
師
、
京

一
の
次
に
ほ
川
服
製
旧
拘
束
努
剖
岡
地
内
問
問
と
あ
る
と
論

間
三
十
七
伴
で
、
別
に
武
間
仰
を
附
凶
さ
せ
た
。
後
見

一
じ
て
ゐ
る
。
後
設
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。
今
は
阿
川

政
元
年
六
且
廿
凶
日
虫
乾
加
を
段
ち
、
儲
か
に
武
陣

一
山
脂
製
法
に
砂
定
の
名
も
一
品
同
町
の
名
も
な
い
。

の
み
を
存
し
て
、
持
統
的
削
減
の
矧
を
似
め
、
そ
の
他

一

生
カ
ヲ
カ
マ
チ
プ
ギ
ヨ
ウ

一品同
町
奉
行

越
中

を
金
持
に
給
し
た
。
是
よ
り
御
旅
患
の
山
田
地
は
全
く

一
一
同
凶
の
町
奉
行
で
あ
る
。
院
長
中
小
原
淡
絡
・有
到
左

前

十

芥

の

揃

廷

に

寄

せ

た

。

京

が

勤

め

、
附
凶
利
M
M
の
箆
後
活
く
之
を
紋
章
、
玉

泉
院
夫
人
附
の
鈴
木
辰
之
助
・土
方
市
右
衛
門
・河
合

高
尾
念
敦

金
持
の
人
。
迎

h
F
カ
ヲ
カ
ネ
ア
ツ

タ
力
ー
ー
タ
キ

政
馬
・林
小
左
衛
門
・
桜
山
小
助
・
近
陳
久
米
響
が
交

代
し
て
削
を
支
配
し
た
。
そ
の
後
年
昂
不
訴
商
村
右

馬
助
・今
井
左
太
夫
が
翠
行
と
な
っ
て
か
ら
こ
入
充

辿
約
し
た
。

タ
カ
ヲ
カ
マ
チ
ヤ
ブ
ノ
ウ
チ

高
岡
町
滋
之
内

金
部
の
同
名
。

一品
開
町
の
後
地
で
、
今
は
上
・中
・下

政
，
内
に
分
か
れ
て
ゐ
る
。
滞
政
中
惣
悦
捌
の

土
問

高
〈
、
雑
木
竹
出
品
生
茂
っ
た
が
、
そ
の
土
居
内
は
道

協
で
、
そ
れ
を
政
，
内
と
呼
ん
だ
。
明
治
政
滞
の
後

悉
〈
惣
綿
摘
を
挺
し
た
。

主
力
ヲ
カ
ヤ
マ
一
品
岡
山

江
沼
郡
上
野
領
に
在

る
。
江
沼
志
和
に
、『
院
長
五
年
八
月
二
日
前
削
利
長

松
山
川
を
渡
り
、
加
茂
野
を
経
て
、
上
野
村
と
山
代

村
と
の
刷
の
小
池
を
敵
の
附
古
田
聞
に
し
て
、
阜
川
町
に
本

陣
を
替
み
、
陣
付
の
場
所
と
定
め
給
ふ
。
此
の
腕
を

名
付
け
て
俗
に
今
-
品
問
山
と
い
ふ
。
』
と
あ
り
。
笈
惣

紀
聞
に
は
そ
れ
を
御
附
山
と
す
る
。

hm
カ
ヲ
ジ
ヨ
ウ
一
一回同
尾
減
石
川
郡
高
尾
の
領
に

城
山
が
あ
り
、
円
品
機
の
城
祉
と
言
ひ
川
田
へ
る
。
越
資

質
三
州
志
放
蛾
考
に
.出
陸
七
凶
志
に

m江
に
作
。
、

V
A
f
H

問
測
に
作
る
も
の
皆
こ
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
泊
以

は
明
ら
か
で
な
い
。

山
頂
へ
の
遁
路
は
、
高
尾
村
よ

り
す
る
と
初
谷
村
よ
り
す
る
と
の
こ
僚
が
あ
り
、
外

に
山
路
坪
野
村
に
恋
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
城
地
の

両
さ
七
十
刷
、
直
立
に
測
れ
ば
三
十
三
聞
で
あ
る
。

櫨
中
五
六
尺
の
高
低
は
あ
る
が
、
回附
し
て
平
坦
で
、

東
北
か
ら
商
雨
ま
で
百
品
問
問
、
幅
」1
一
間
乃
京
二
十

附
。
そ
の
下
梢
低
き
加
に
入
聞
に
四
十
聞
の
平
地
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
高
尾
村
に
下
る
路
に
辺
ず
る
。
又

こ
の
城
よ
り
西
南
に

一
段
高
〈
、
直
径
九
附
乃
主
品
川

四
閣
の

一
一
随
劃
が
あ
り
、
そ
の
背
は
断
艇
で
、
城
谷

川
の
小
説
之
を
絞
る
が
、
飲
料
水
に
は
不
便
で
あ
る

と
記
し
て
ゐ
る
。
長
享
二
年
六
且
九
日
笛
按
政
親
こ

こ
に
滅
び
た
。
天
文
末
年
目
佐
藤
次
郎
寸
前
生
域
に
協

。
、
永
政
二
年
三
且
そ
の
子
玉
松
丸
の
時
、
畑
出
城
主

鎚
日
向
と
事
う
て
附
附
町
市
し
た
と
い
ふ
も
、
亦
こ
の
械

で
あ
ら
う
。

h
F
カ
ヲ
シ
ョ
ウ
サ
イ

一一品
尾

昌

驚

御
簡
仰
と
し

て
係
七
人
扶
持
を
焚
け
、
天
保
七
年
現
。
子
孫
点
純
・

俊
安
部
廿
制
醐
嗣
い
で
滞
に
仕

へ
た
。

主
力
ヲ
ノ
ポ
ウ
ズ
ピ
高
尾
白
坊
主
火

三
州
省

跡
志
に
、
石
川
郡
高
尾
山
に
坊
主
火
と
い
う
て
、
夜

牢
に
陰
火
が
あ
ら
は
れ
、
法
方
か
ら
見
え
る
が
、
こ

の
山
に
来
る
と
見
よ
ぬ
と
あ
る
。
越
殺
到
三
州
志
に

は
、
そ
れ
を
出
密
政
鋭
の
亡
拙
怨
鮎
す
る
も
の
で
あ

る
と
し
て
ゐ
る
。

主
力
ヲ
ヤ
マ

一一品尾
山

石
川
柳
両
地
m
w
m
の
東

南
に
近
く
、長
享
二
年
白
樫
政
親
終
お
の
地
で
あ
る
0

・加
さ
一
七
六
米
。
地
鼠
第
一
ニ
紀
厄
。

主
力
ヲ
ヤ
マ

一品尾
山

石
川
川
上
荒
屋
の
地
内

で
、
湯
滴
治
決
か
ら
揚
涌
川
に
添
う
て
捌
る
こ
と
六

粁
に
在
る
。

一
一
両
さ
入
四
一
米
。
地
質
石
英
組
問
宕
。

主
力
ヲ
ヤ
マ
ジ
一
品一尾
山
寺

石
川
川
両
国
の
日

尾
山
に
在
っ
た
。
罰
則
探
附
史
谷
川
入
イ
八
に
、
仁
明

天
県
一承
和
六
年
三
沼
氏
成
川
九
加
到
凶
日
HM
厄
山
寺仲品目一

提
言
別
院
-
と
あ
る
。
泊
地
把
に
、

一帥
賂
山
は
昔
仰

宇
が
多
〈
あ
っ
た
と
見
え
て
、
寺
枕

・
堂
宇
の
名
を

存
L
.
そ
の
こ
ん
泣

・
ご
ま
堂
と
い
ふ
地
か
ら
は
.
右

側
金
ざ
ら
を
出
し
、

又
御
純
一
服
か
ら
は
経
石
を
出

す
と
あ
る
。

h
F
キ

淑

江

泊
榔
四
十
九
院
谷
に
邸
す
る
部
wmo

h
F
キ

湖
沼
羽
咋
郡

ω知
院
に
附
す
る
部
活
。
大

永
六
年
イ
且
一
一
自
制
初
脆
年
賀
米
銭
納
帳
に
、
一
宮

竹
撤
と
あ
る
も
の
是
で
あ
る
。
能
骨
名
跡
志
に
、
『
一

宮
と
前
村
出
に
瀧
有
。
昔
は
山
茂
b
大
木
あ
b
て
、

倣
桜
の
簡
な

0
し
と
也
。
依
て
翻
村
の
名
あ
り
。
此

五


